
R8.3.1版
手数料が「必要」な手続きの場合

※確認済証等は郵送も可能です。郵送をご希望の場合は、返信用封筒をご用意ください。

申請者 建築課

【メール】申請受信            
※収受日を申請日とする。

内容確認

【メール】補正通知送信

【メール】補正図書受領・確認

【メール】必要追加書類
受領・確認

【メールまたは電話】             
審査完了及び来庁の連絡

【窓口】申請図書（正・副）
受領・手数料納付書の交付

確認済証等発行

【メールまたは電話】          
来庁または郵送の連絡

【HARPフォーム】             
必要事項入力 申請図書添付

【HARPフォーム】              
送信

【メール】補正通知受信           
申請図書の補正作業

【メール】補正図書提出

【メール】必要追加書類提出       
省エネ適判通知書など

【メールまたは電話】                  
審査完了及び来庁の連絡を受信

【窓口】申請図書 紙2部(正・副)
提出・手数料納付書受領

【金融機関】手数料納付

【窓口または郵送】             
確認済証等受領

適合確認できるまで
繰り返します。

建築課窓口に
お越しください。


